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 新年度がスタートしました。１年生はドキドキわくわくの新たな学校生活ですね。大農で

しかできない多くの経験を積んで、楽しく、充実した３年間にしてください。２・３年生も、

上級生として後輩を引っ張っていく頼もしい姿を期待しています(๑ •̀ω•́)۶ファイト!! 

4月は行事が多いですが、疲れをため込みすぎないように、しっかり休んで元気に過ごしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年 4月 

愛媛県立大洲農業高等学校 

保健室 

身体計測 1０日（水） 

▼ 

一次検査 ４月２３日（火） 

予備日 4月２４日（水） 

 

二次検査 5月２３日（木） 

 予備日 6月 ７日（金） 

※ 該当者のみ 

忘れ物がないか 

チェック！ 

全員 

1２日（金） １年 内科検診 

結核検診 1５日（月） １年 

▼ 

▼ 

1６日（火） ２年 内科検診 

▼ 

1９日（金） ３年 内科検診 

▼ 

２4日（水） １年 心電図検査 

全員 貧血検査 

2３日（木） 全員 歯科検診 

▼ 

2７日（月） １年 眼科検診 

※必要なもの※ 
 

身体計測 

体操服（上下） 

眼鏡又はコンタクト 

結核検診 

体操服（半袖・上のみ） 

尿検査 

検体 

心電図検査 

体操服（半袖・上のみ） 

怪我も病気も、まず

は予防が第一です！ 

保健室を使わなくて

もいいくらい、毎日

を元気に過ごせると

素敵ですね✿ 

 怪我や具合が悪いとき、保健室で

手当てを受けることができます。ま

た他にも、以下のようなことができ

ます。 

● 身長や体重を測れる 

● 本や掲示物で学べる 

● 先生に相談ができる 

 

 ↓ 保健室へ行く前に確認！ 

 

☐ 保健室へ行くときは授業の先生

かクラスメイトに伝えておく。 

☐ 相談は原則的として 

昼休みか放課後。 



出典：東山書房「健康教室」 

 

 

 

 「災害共済給付制度」とは、みなさんが学校での生活・活動の中で怪我などをした際、独立行政法人日本スポーツ

振興センターから給付金が支払われる制度です。 

 

 

①各教科授業や遠足、体育祭、修学旅行、掃除などの学校行事中 

②部活動、宿泊研修などの学校の教育計画に基づく課外指導中 

③業間休み、昼休み、始業前、放課後など学校の定めた特定時間中 

④登校中、下校中 

⑤その他（学校外の授業、集合・解散場所への合理的な経路など） 

 

①負傷…捻挫、骨折、虫刺され、火傷など 

②疾病…食中毒、脳しんとう、熱中症など 

③障害…負傷や疾患が治り、後遺症が残った場合 

④死亡…学校の管理下で発生した事件や、上記疾病に直接起因する死亡・突然死の場合 

 

 負傷・疾病では、原則的に初診から治癒までの間の医療費総額が 5,000円以上（健康保険証を使った際の本人負

担が 1,500円以上）の場合に給付対象となります。なお、申請の際には受診した医療機関で記入してもらう書類が

必要です。給付の対象になるか分からない場合は、保健室に聞きに来てください。 

 

🔍 毎月、保健だよりの中に「絆創膏ちゃん→ 」が潜んでいます。探してみてね♪ 

  （１年分見つけられた人には、素敵な景品があるかも……？） 

 

 

⚠注意点⚠ 

災害共済給付制度を利用する場合は、

子ども医療費助成制度（窓口負担が無料

になる制度）を使用しないでください。

病院で一度支払いを済ませたうえで申請

をお願いします。 


